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行政区のあり方調査検討特別委員会の設置について  

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第 14条第２項の規定により提

出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 行政区のあり方調査検討特別委員会を設置する必要があるので、こ

の案を提案する。  

  

 



 
 

行政区のあり方調査検討特別委員会の設置に関する決議  

 

 次のとおり、行政区のあり方調査検討特別委員会を設置するものとする。 

 

１  名    称   行政区のあり方調査検討特別委員会  

 

２  設置の根拠   地方自治法第 109 条及び委員会条例第５条  

 

３  目    的   行政区制度全般に関わる事項を調査検討し、地域コミ

ュニティによるまちづくりの活性化と充実を図ること

を目的とする。  

 

４  委員の定数   18 名（議長を除く議員の全員）  

         なお、地方自治法第 98 条第１項の規定による検閲、検

査権を付与するものとする。  

 

５  期    間   委員会は、目的を達成するまで議会閉会中においても  

調査及び審査を行うことができるものとする。  

 


